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Ⅰ　基本情報

Ⅱ　令和6年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼「札幌市高齢者支援計画」で定められている、高
齢者社会参加支援の基本理念「生涯現役社会の実
現につながる社会参加の拡大」の一翼を担うための
センターの活用方法などを踏まえ、指定管理期間
（令和２年４月～７年３月）における、当センターの管
理運営に係る基本方針を下記のとおり策定した。
また、委託業者と基本方針を共有し、目標達成に向
け一体的に管理運営を行った。

　◇　介護・福祉機能を充実し、すべての利用者へ
の安心・安全なサービスと平等利用の提供
　◇　高齢者・障がい者等が、意欲とその有する能
力に応じて社会参加・社会貢献する機会の提供
　◇　地域や多世代の方々が、生きがいや楽しみを
感じながら交流する機会の提供

1　業務の要求水準達成度

（１）統括管
理業務

▽　管理運営に係る基本方針の策定

業務の範囲
施設管理業務、施設利用提供・承認業務、生活相談業務、健康増進業務、介護や支援を要する
方及び家族の支援業務、社会参加機会の創出・交流促進業務、教養講座の開講に関する業務

所管局の評価

施設数：１

▼札幌市の高齢者
施策における理念
や当センターの活
用方法などを踏ま
えて策定された当
センターの基本方
針及び管理業務等
仕様書に基づき管
理運営を行うことが
できた。

▼様々な社会経済
情勢の変化に対応
した取組みを進め、
安定的な管理運営
を行うことができ
た。

項　目 実施状況
指定管理者
の自己評価

公募

３　評価単位

指定期間

複数施設を一括評価の場合、その理由：

指定単位
施設数：１

名称

募集方法

複数施設を一括指定の場合、その理由：

社会福祉法人札幌市社会福祉協議会

令和２年４月１日～令和７年３月31日

指定管理者評価シート

事業名 老人休養ホーム運営管理費 所管課（電話番号） 保健福祉局高齢保健福祉部高齢福祉課(211-2976)

２　指定管理者

事業概要

目的

開設時期

１　施設の概要

昭和61年４月 延床面積

札幌市保養センター駒岡 所在地 札幌市南区真駒内名称

施設を利用に供すること、高齢者に対する生活相談、健康相談、機能回復訓練及びレクリエー
ション等

3,769㎡

主要施設

老人の心身の健康と福祉の増進

宿泊室、広間、浴室、レストラン、芝生広場、パークゴルフ場

▼仕様書に基づ
き、指定管理者と
しての基本方針を
策定し、適切に運
営管理が行われ
ている。

▼平等利用に当
たっては、利用者
毎に配慮した対
応を行っており、
全ての利用者が
快適かつ安心し
て利用できるよう
運営が行われて
いる。
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▼法人内の各部
門や委託業者と
定期的に会議を
行うなど、関係機
関と適切に情報
共有を行い、連携
している。
また、職員間にお
いても様々なツー
ルを活用し、情報
共有を徹底してい
る。

▼利用者からの
要望・苦情等への
対応に当たって
は、第三者の意
見を取り入れる体
制を確立するとと
もに、全職員で共
有し、改善に努め
るなど、サービス
向上に努めてい
る。

▼当センターの設置目的や位置づけから、全ての
利用者に対して、信条や性別・年齢、あるいは社会
的身分などによって、合理的な理由がなく利用の制
限や利用料金の減免、不当な差別的取扱をするこ
となく公平中立な対応をするという方針に基づき、高
齢者、障がい者、子育て世代など様々な世代の利
用者も快適に安心して利用できる施設運営を行っ
た。
▼事務室内には「平等利用確保のための方針およ
び取組項目」を掲示し、すべての利用者に公平中立
な対応をするよう意識の向上を図った。
▼宿泊休憩等の受付の際は、共通ルールを定め、
誤解のないよう適切で丁寧な対応を行った。
▼講座やイベントの参加、年末年始特別営業日の
宿泊者決定にあたっては、公開抽選を行い公平を
期した。
▼障がいのある利用者には、低テーブルや筆談具
を用意する等配慮し、対応した。
▼委託業者に対し、平等利用に係る教育を実施し
た。特に利用者と直接応対にあたる職員について
は、重点的に指導･教育を行った。

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

▼平等利用に関す
る方針、取組内容
を各職員及び委託
業者に周知・徹底を
図り、適切に対応し
た。

▼事前告知やルー
ルを遵守することで
予約や利用に関す
る不平等をなくすこ
とができた。

▼ゴミの減量等に努めるとともに、エコチェッカーを
導入するなどして節電・節水に努め、電力及び水道
使用量の減少につなげた。また、掲示物等で周知
し、利用者に節電・節水の協力を呼びかけた。
▼当センターが駒岡清掃工場より余熱や電力の供
給を受け、環境に配慮した施設であることを利用者
に周知した。
▼近隣の駒岡小学校の校外学習の一環として実施
された当センターの施設見学において、当センター
が環境に配慮した施設であることを小学生に周知し
た。
▼送迎車は、アイドリングストップでＣＯ₂排出抑制
等、環境に配慮した運転を行った。
▼管理業務等に係る用品等は、極力グリーン購入
ガイドライン指定品を使用した。
▼清掃に使用する洗剤等は、札幌市公共建築物
シックハウス対策指針に基づき、環境に配慮したも
のを使用した。
▼ペットボトル等の廃棄物を分別して、排出量の削
減、リサイクルに努めた。
▼職員には札幌市環境マネジメンントシステム運用
マニュアルに基づき研修を実施するとともに、委託
業者との定例運営会議において、環境配慮の推進
及び節電・節水の意識を啓発した。
▼厨房から出る使用済みの植物油のリサイクル回
収を行うとともに、敷地内には食用廃油回収ボック
スを設置し、利用者から廃油を回収した。
▼生物多様性さっぽろ活動拠点ネットワークによる
「さっぽろ生き物さがし2024写真コンテスト」に参加し
た。
▼生物多様性を考える行事「こまおかの自然を知ろ
う」を開催し、生物多様性に対する参加者の認識を
深めてもらった。
▼さっぽろエコメンバー（レベル３）に登録し、環境保
全行動点検簿に沿って節水･節電、紙の節約等に努
めるなど環境にやさしい自主的な取組を実施した。
▼クールビス・ウォームビズを励行した。
▼町内会や老人クラブ等が実施する近隣の清掃工
場や資源選別センターの見学を伴う研修旅行を支
援した。

▼当センターに従
事する職員が環境
配慮の意識を再認
識し取り組むことが
できた。

▼環境に配慮した
施設であることを利
用者だけではなく近
隣の小学生や市民
にも広く周知でき
た。
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▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）

▼施設の管理運営業務に関し、統括的に責任を負
う統括責任者（支配人）として「安全衛生推進者」及
び、国家資格である「１級レストランサービス技能
士」資格を有するホテル勤務経験者を配置した。
▼統括責任者の職務を代理する職員（副支配人）に
ついては、「社会福祉士」及び「介護支援専門員」資
格を有する職員を配置し、管理運営体制及び介護・
福祉機能を強化した。
▼軽微な身体介助を要する利用者への支援を行う
ため、「介護職員初任者研修を修了した者」を3名配
置した。
▼障がいのある者を施設運営に係る補助的業務に
従事させた。
▼業務内容の明確化、適切な職員配置と業務分
担、指揮命令系統、内外部の連絡系統等の確立に
より業務の効率化を図った。
▼研修計画に基づき研修を行った。また、組織内や
外部の研修にも参加し、職員の資質向上を図った。
▼労働関係法令を遵守し、雇用環境の維持向上を

▼適切な人員配置
及び人材育成によ
り管理運営組織を
確立するとともに、
センターの役割に
沿った全体的な
サービスの質や利
用満足度の向上に
つなげた。

▼職員会議や当法人が管理する市有施設の施設
長が一堂に介し、各施設が抱える諸問題等につい
て検討を行う「施設長会議」、法人管理部門と施設
職員による「定例会議」、施設運営に携わる委託業
者との「定例運営会議」、コスト削減を図るため設備
職員とコンサルタントとの「設備関連会議」、当法人
が南区内で運営している各事業所の担当職員が一
堂に介し、区内の情報共有や諸問題について検討
を行う「南区連携会議」、その他関連企業や団体と
の会議等により、的確な情報交換を行い、関係機関
と緊密に連携を取って情報共有を強化した。
▼日常業務を実施する中で現状に合った業務内容
の改善を継続的に実施した。さらに、情報の確認不
足 · 伝達漏れ · 認識のずれ · 取り違え等が発生し
ないよう、職員間、委託業者との連絡調整は口頭の
みではなく書面等で行うことを徹底した。
▼シフト勤務による情報共有等の漏れがないよう、
朝礼の実施や情報共有コミュニケーションツール
「グループウェア」の活用、業務日誌の記入などによ
り情報共有を深めた。
▼職員の異動・退職・新規採用に伴う職員交代が生
じた場合でも引継ぎや研修を適切に行い、管理水準

▼会議等で必要な
情報共有と課題・問
題の解決を図り、管
理水準の維持向上
に向け取組んだ。

▼利用増加に伴う
利用者の多様な
ニーズに対し、柔軟
に対応できるよう、
適宜業務の改善・
見直しを行った。

▼応接・厨房・施設管理業務、保守設備等管理業
務、清掃業務、警備業務、庭園・健康広場維持管理
業務は第三者委託を実施した。
また、機械保守点検業務については、別途、検査確
認を委託し実施した。
▼委託業者に対しては、仕様書に基づき、利用者の
サービス向上に配慮し、安全を十分に確保した適正
な業務遂行がされるよう指揮監督を徹底して管理し
た。
▼アンケート等による利用者の声を委託業者へ随
時フィードバックし、サービスの質及び利用満足度
の向上に努めた。
▼必要に応じて委託業者を含めた運営会議を開催
し、情報の共有や課題を協議した。

▼委託業者への指
揮命令系統及び報
告・連絡・相談体制
を確立し、適宜必要
な指導、指示、検
査、確認を継続的
に行うことで、各々
の専門的業務を適
正に管理すること
ができた。
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▼要望・苦情対応は、「苦情解決に関する規程」に
基づき、苦情受付担当者を明確にし、適切かつ速や
かに対応した。
▼対応記録は文書に残し、委託業者を含む全職員
で共有し、再発防止策及び改善策の検討を行い、
検討内容は札幌市に報告した。
▼苦情解決における社会性や客観性を確保すると
ともに、利用者の立場や特性に配慮した適切な対
応を推進するため当法人において第三者委員を設
置している。

▽　要望・苦情対応

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等
の開催）

▼資金管理及び現金の取扱いは、「札幌市社会福
祉協議会経理規程」と｢札幌市社会福祉協議会経
理規程細則｣に基づき適切に管理を行い、｢経理事
務マニュアル｣により具体的な事務処理を各々適正
に行った。
▼資金管理は、定期的に監事監査や公認会計士に
よる外部監査を導入した。現金の取扱いについて
は、不適切な経理事務の未然防止として、統括責任
者の確認、外部監査、内部監査、月末残高照合、複
数人体制チェックを実施するとともに、毎日の現金
実査を行った。
▼万が一、現金等の事故が発生した場合は即時に
札幌市へ報告し、原因究明、再発防止策の検討等
迅速な事後対応が取れるよう体制を整えた。

▼法人の規程やマ
ニュアルに基づき
適正に処理するとと
もに、第三者による
監査など客観的な
方法で点検・確認を
行い、適切に管理
することができた。

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

開催回 協議・報告内容 ▼運営協議会メン
バーを地域の団体
及び福祉団体、学
校、行政、センター
利用者等の有識者
から人選し、当セン
ターの管理運営上
の問題点・改善点、
今後のあり方や役
割について協議し
た。

▼運営協議会の内
容や委員の方々か
ら出された意見･要
望については、そ
の要旨を施設内に
掲示し、利用者にも
公表し運営に活か
すよう努めた。

第１回
令和6年

８月(書面)

・令和5年度事業報告
・令和6年度事業計画
・管理運営上の問題点、改善点と今後の
あり方、役割

第２回
令和7年

２月

・令和6年度事業計画の実施状況（報告）
・令和6年度事業実績（報告）
・管理運営上の問題点、改善点と今後の
あり方、役割

＜協議会メンバー＞

芸術の森地区連合会会長・南区老人クラブ連合会
会長・陶芸講座講師・駒岡団地町内会会長・真駒内
駒岡町内会会長・もりの仲間のこまおか朝市実行委
員会委員長・札幌市保養センター駒岡絵手紙虹彩
サークル代表・札幌市立駒岡小学校校長・札幌市
南区地域振興課まちづくり調整担当係長・札幌市保
健福祉局高齢保健福祉部高齢福祉課高齢福祉係
長、担当職員・札幌市保養センター駒岡支配人・札
幌市保養センター駒岡副支配人

▼要望・苦情に対し
ては、規程に基づき
丁寧かつ適切に対
応した。即時対応
が可能な要望や施
設の不備、利用者
の安全に関わる内
容については迅速
な改善を図った。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上(事故の有
無などの安全衛生面を含む)

▼業務実績等は事業報告にて、毎月当法人本部及
び札幌市に報告した。
▼業務に関する報告・記録を適切に行い、重要と思
われる事項は職員会議等で協議を行った。
▼令和7年１月に実施した利用者満足度測定に係る
アンケートで寄せられた要望、意見内容のうち、対
応可能な内容については迅速に改善した。
▼常設のアンケート用紙を宿泊室、フロント、レスト
ランに置き、日々の利用者から要望、意見を聴取し
た。
▼日々のアンケート、利用者満足度測定に係るアン
ケートの結果を全職員で共有し、サービス向上につ
なげるためのセルフモニタリングを実施した。
▼業務・財務検査項目の自己チェックを実施し、札
幌市に報告した。
▼監査等で指摘を受けた事項は本部、行政の関係
部局と協議し改善策を検討した。

▼日々のアンケート
や利用者から直接
いただいたご意見
等により、利用者の
ニーズを的確に把
握し、迅速にサービ
スや業務の改善に
つなげることができ
た。

▼各種報告書の提
出や自己評価は適
切に実施できた。ま
た、札幌市の検査
等にも適切に対応
した。

▼就業規則に基づく勤務及び賃金の支払いを行っ
た。
▼働き方改革等の研修を通して、関係法令の知識
を深め、法令遵守の意識を高めるための研修を
行った。
▼当センターで働く職員に、時間外労働又は休日労
働させる場合は、書面による労使協定（36協定）に
より必要な定めをし、労働基準監督署に届け出た。
▼最低賃金の改定に伴い、職員の賃金見直しを
行った。
▼１年に１回定期健康診断を実施し、メンタルヘル
ス支援等も行った。
▼札幌市社会福祉協議会及び委託業者において障
がい者を雇用した。
▼年間10日以上の年次有給休暇を付与される職員
へは５日間以上の休暇取得を義務付けた。
▼飛沫防止パネルの設置、マスクの着用、健康状
態の確認等の感染対策を徹底することにより、感染
症の職場内感染のリスクを抑えた。
▼勤怠管理システムを導入し、勤怠管理の効率化・
簡略化を図った。
▼職場で働く人たちの生命と安全を守るため、安全
衛生推進者の配置や産業医と連携してのストレス
チェックなど職員の健康管理を行うとともに、職場の
安全衛生点検を実施した。

▼職員研修を通じ
て法令遵守につい
て意識の向上を
図った。

▼感染対策、勤務
体制の配慮、年次
有給休暇の取得
増、安全衛生点検
の実施等により、ど
の職種も安心・安
全に働ける職場環
境を整えることがで
きた。

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタ
リングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、
自己評価の実施）

（２）労働関
係法令遵
守、雇用環
境維持向上

▼関係法令を遵
守し、メンタルヘ
ルス支援や休暇
取得の促進など、
職員が安全・安心
に働ける職場環
境の整備に努め
ている。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼利用者の安全確保については、維持管理業務方
針に基づき行った。施設維持・保全業務実施の際に
は、利用サービスの妨げや支障にならないよう、作
業時間等に配慮し実施した。
▼感染症予防の職員研修を行い、新型コロナウイ
ルスやインフルエンザ等の感染症の予防意識を高
め、感染症の拡大防止対策を学んだ。
▼必要に応じて、飛沫防止パネル・空気清浄機・加
湿器・サーキュレーター・オゾン発生除菌装置を設
置するとともに、換気と施設内消毒の徹底により感
染対策の体制を整えた。
▼緊急時の連絡体制マニュアルを確立して、札幌
市、札幌市社会福祉協議会、その他関係機関への
連絡を迅速に取れる体制を確保した。
▼損害賠償保険は仕様に適合したものに加入し
た。
▼各行事ごとに適した保険に加入し、万が一の事態
に備えた。
▼拾得物の取扱いについては厳重に管理しており、
一般・貴重品で分類し、警察に届け出るなど適切に
処理をした。

▼必要に応じた感
染対策により利用
者と職員の安全を
確保することができ
た。

▼連絡体制の確保
及び適切な保険へ
の加入により、万が
一の事態に備える
ことができた。

▼施設・設備等の
維持管理のため、
日常点検、定期点
検、保守点検、打
合せ等を適切に実
施することで、施設
や備品等の劣化・
不具合の早期発見
ができた。

▼運営に支障がで
ないよう機器や備
品の整備点検を適
切に実施した。ま
た、必要に応じて修
繕･更新を行うとと
もに札幌市に報告
するなど、然るべき
対応を行った。

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向
上への配慮、連絡体制確保、保険加入）

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、
修繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

▼清掃業務、警備業務、機械保守点検業務は第三
者委託により適切に実施し、仕様書どおり遂行され
ているか適宜、検査・確認を行った。
▼修繕、備品の管理は、定期的な館内巡視及び利
用者からのアンケート等による情報提供により点検
を行い、利用者の安全確保及びセンターの保全を
図った。
▼駐車場、緑地、庭園、パークゴルフ場等の屋外の
管理のため毎日巡回を実施した。また、歩行や車両
の妨げにならない程度に樹木を剪定し、動線を確保
した。
▼第１種電気工事士を専任し、駒岡清掃工場と密に
連絡を取り合い、適切かつ安定的に電力の供給を
受けた。
▼機械保守点検業務については建築・設備の専門
家を含めて２ヶ月に１回定期的に打合せを行った。

▼感染症への予
防体制や緊急時
を想定したマニュ
アルを整えるな
ど、利用者の安全
確保に努め、施設
の維持管理を
行っている。

▼施設・設備等の
維持管理におい
ては、施設運営に
支障がでないよ
う、日常的に点検
を行うとともに、専
門家との打ち合
わせを実施するな
ど適切に管理され
ている。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼防災計画を策定し、防災訓練を年２回実施した。
反省点をフィードバックし改善につなげた。
▼非常災害時の研修等を行い、職員の防災に対す
る知識や意識を高め、スムーズな避難誘導ができる
よう取り組んだ。
▼防火管理者を選任し、防火設備の維持・管理を適
切に実施するとともに火災発生の未然防止に努め
た。
▼法令に則り、消防用設備等点検を適切に実施し
た。（機器点検年2回・総合点検年1回）
▼令和３年度に防火対象物点検報告特例認定を受
けている。
▼急病人への対応のため、職員が外部研修でＡＥＤ
の使用方法を実機を使用した手順確認により、応急
処置を適正に行えるよう体制を整えた。
▼地元町内会（真駒内駒岡町内会・駒岡団地町内
会）の災害発生時等における指定避難所としての協
力体制を整えた。
▼地元の駒岡小学校の２次避難先として屋外ス
テージ前広場を開放した。

▼災害時の体制や
非常連絡網及び関
係機関等を事務所
内に掲示するととも
に、防災訓練の実
施や防災に関する
講習に参加するこ
とで、職員の知識を
深め、防災意識を
高めることができ
た。

▼消防用設備等の
点検を適切に実施
し、万が一の火災
に備えることができ
た。

（4）事業の計
画・実施業務

▼利用者ニーズに
対応した各種プラン
や細やかなサービ
スの提供、様々な
媒体を利用した効
果的なPR活動によ
り利用拡大に努め
た。

▼職員体制を整え
ることでサービスの
質を維持しつつ、利
用拡大に対応する
ことができた。

▼宿泊に関する業務

▽　各種施設の利用提供に関する業務

▼複数のプランを用意し、利用の際に和食・洋食を
選択できるよう工夫し、個人の嗜好に合わせた食事
を提供した。
▼質の良いものを少量ずつ食べたいというニーズに
応えて豆皿料理の「彩り御膳プラン」を提供した。
▼送迎付きのプランを提供することで、高齢者等の
移動手段が少ない利用者から好評を得た。
▼身体が不自由な方が安心して外出・旅行を楽しん
でいただけるよう、入浴等のお手伝いをする「介護
付プラン」を提供した。
▼特別支援学級及び養護学校等を対象としてアレ
ルギー食・刻み食・ミキサー食等の特別食プランを
提供し、安心して利用いただいた。
▼お祝い事や法要の際に利用できる、「慶弔プラン」
を提供した。
▼プラン料理の見直し、常連者及び連泊者には同じ
献立内容とならないよう、細やかに対応をすることで
リピート客の増加を図った。
▼スポーツ合宿等で利用される宿泊者には、ボ
リュームを重視した内容の食事を提供し、ランドリー
などの利便性の高い設備を設置した。
▼感染対策のため見合わせていた「大皿盛り」スタ
イルの食事提供を再開し、お子様から高齢者まで召
し上がりやすい多世代向けプランを設定した。
▼マッサージ付きプランを設定し、好評を得た。

▽　防災

▼宿泊・休憩・レ
ストラン業務につ
いて、利用者ニー
ズを踏まえたプラ
ンの提供や、利用
者に応じた支援を
行うことで、利用
促進・満足度向上
に取り組んでい
る。

▼各種事業の実
施により、高齢者
等の活躍機会や
利用者との交流
機会を創出し、業
務仕様書及び管
理運営に係る基
本方針に基づく取
組を実施してい
る。
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1,051

上洋食膳 264 227

季節膳 2,450 2,059

彩り御膳 693 526

老人クラブ・自治会向け 610 472

宴会プラン

合計 9,803 9,451

合計 9,750 9,471

上和食膳

175

慶弔プラン竹 24 32

パークゴルフプラン 173 139

入浴専用室利用 903 1,147

▼休憩に関する業務

320

老人クラブ･自治会様向け

27

和食膳 2,749 2,896

洋食膳 799

990

876

0

介護付プラン 21 24

特別支援学校･就労施設向け 780 974

慶弔プラン松 223

▼昼会食用としてリーズナブルに利用できる「幕の
内弁当」、「特選幕の内弁当」を提供した。また、飽き
がこないよう、特選幕の内弁当については、３種類
のメニューを用意した。
▼利用の多い老人クラブ様や自治会様向けに部屋
代やカラオケ代をセットにした料金のわかりやすい
「老人クラブ・自治会様向けプラン」を提供した。
▼近隣のパークゴルフ場と連携した、「パークゴルフ
付き日帰りプラン」を提供した。
▼特別支援学級及び養護学校等を対象としてアレ
ルギー食・刻み食・ミキサー食等の特別食プランを
提供し、安心して利用いただいた。
▼高齢や障がいにより身体の不自由な利用者には
浴室付きの客室を入浴専用室として提供し、延べ
903名（付添含む）の方々に利用いただいた。
▼カラオケは感染対策(マイクの消毒等)を遵守して
ご利用いただいた。

▼各種プラン実績　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

プラン名 R6年度実績 R5年度実績

▼リーズナブルに
利用できるプランか
ら慶弔向けの少し
豪華なプランまで、
ニーズや予算に
あったプランを提供
することができた。

▼高齢や障がいに
より身体が不自由
になった方でも気軽
に安心して利用で
きるよう支援するこ
とができた。

▼各種プラン実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

プラン名 R6年度実績 R5年度実績

5,235 5,073

介護付プラン 19 0

宴会プラン 208 0

慶弔プラン松 184 141

慶弔プラン竹 274 131

特選幕の内弁当 1,360 1,317

幕の内弁当 319

特別支援学校･就労施設向け 8 5

パークゴルフプラン 331 430

焼肉プラン 909 907

▼教養講座につ
いて、仕様書に定
める要求水準を
上回る結果となっ
た。一方で、申込
率の低い講座に
ついては、参加者
ニーズを踏まえ、
講座を組み替え
るなどの検討を期
待したい。
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▼屋外パークゴルフ場に関する業務

▼パークゴルフ利用者を館内利用につなげるため、
１日券（回り放題）を販売した。
▼雨天後はコースに水が溜まってしまうが、利用者
が快適にプレーできるよう水抜き作業を頻繁に行っ
た。
▼利用者が快適にプレーできるよう、芝刈り等の
コース整備を専門業者に委託した。
▼屋外に自動販売機を設置して、利便性を高めた。
▼手ぶらでも気軽に利用できるようクラブとボール
の貸出を行った。
▼高齢者、障がい者、初心者でもプレーしやすい簡
単なコースであることをPRした。

▼気軽で快適にプ
レーできる環境を整
えることで、セン
ター利用の楽しみ
の一つとしてご利用
いただけた。

▼アンケート等で利用者から料理内容や料金等に
対する意見や感想をいただき、嗜好の把握に努め、
内容の見直しを適宜実施した。
▼地域の方々の意見を取り入れた「地域共同開発
メニュー」や手軽にワンコインで注文できる「ワンコイ
ンメニュー」、利用者から要望の多い「パスタメ
ニュー」等魅力的なメニューを提供した。
▼新メニュー（ワンコイン・パスタメニュー）の開発・
見直しについては2ヶ月に1回料理検討会を行い、よ
り良い商品を目指した。
▼ポイントカードを作成し、利用回数等に応じてドリ
ンク等を無料提供するサービスを実施した。
▼刻み食等への対応やユニバーサルデザイン食器
の貸出、ファミリー層が利用する際は、子ども用の
椅子を増台する等、幅広い年代や身体状況に応じ
たサービスを提供した。
▼メニュー選びの参考のために、レストラン入り口付
近に売れ筋ランキングや各種メニューのカロリー表
示を行い、利用者から好評を得た。
▼空気清浄機の設置など必要に応じた感染対策を
実施した。
▼センター周辺にランチ営業中ののぼり旗をたて、
センター周辺を通る方をレストランに呼び込んだ。
▼駒岡清掃工場工事ＪＶ事務所へレストランメ
ニューを配架いただき、利用促進を図った。

▼適宜料理内容や
業務の見直しを行
い、利用者ニーズを
取り入れた営業に
努めた。

▼ポイントカードの
発効や親切丁寧な
接客により、リピー
ターの確保や利便
性の向上を図ること
ができた。

▼レストランに関する業務

9



（別紙１）

利用数：目標1124名、実績939名

参加者数：目標728名、実績618名

▽高齢者等の社会参加機会の創出に係る業務

▽　介護や支援を要する方及びその介護を行う家族等
への支援に関する業務

▼高齢者の利用者に対して、生活上の相談や福祉
に関する相談を受け、最適な機関の紹介やアドバイ
ス等を行った。（127人）
▼毎月11日に特設コーナーを設け、「介護何でも相
談」を実施した。（9人）
▼高齢福祉週間行事に合せて、陶芸展を開催し
た。また、60歳以上の方を対象に"ちぎり草餅"の無
料配布を実施した。
▼健康増進を目的として身長計・体重計・サイクリン
グマシーン・マッサージ機を設置した。
▼介護予防・健康増進イベントとして「100歳まで歩
ける頑張らない筋力体操(3回)」「健康チェック・相談
会(4回)」「歩くスキーを楽しむ会(1回)」「腸活とマッ
サージ講座(1回)」を実施した。（124人）

▽　高齢者の生活相談、健康増進等に関する業務

利用者数：目標180人、実績136人

▼介護・福祉等に
関する様々な情報
提供を行い、相談
があった場合は関
係機関・関係制度
の紹介やセンター
利用方法等、適切
なアドバイスをする
ことができた。

▼イベントの開催に
より直接的に利用
者の介護予防や健
康増進に寄与する
ことができた。

▼各サービス事業
者と連携して介護
や支援を必要とす
る利用者が安心・
安全に利用できる
よう、必要に応じて
感染対策を実施し、
それぞれのニーズ
や身体状況に合わ
せたサービスの提
供を行うことができ
た。

業務名 R６年度実績 R５年度実績

介護付宿泊プラン 21 24

介護付日帰りプラン 15 0

入浴専用室利用 903 1,147

※付添者の利用も含む

▼介護付き宿泊･日帰りプランにより、高齢者や障
がいのある方も快適かつ安心してご宿泊や日帰り
入浴等でご利用いただき、要介助者及び付添者(ご
家族）双方がくつろげるひとときを提供することがで
きた。
▼大浴場での入浴や同性介助を受けることが困難
（ご夫婦やご家族、ヘルパー同伴の障がい者等で利
用）な場合に利用できる入浴専用室を案内し、903
名の利用があった。
▼入浴介助だけではなく、目の不自由な方の移動
介助も行った。
▼館内に福祉用具展示スペースを設け、常時体験
利用をできるようにし、利便性の高い福祉用具の周
知を図った。

▼ボランティア活動をチラシやポスター等で幅広く募
集し、地域住民やセンター利用者の社会参加機会
を創出した。
▼ボランティア活動については「こまおか秋まつり」
「もりの仲間のこまおか朝市」等で会場設営、販売
補助等のお手伝いの他、清掃活動等で高齢者の活
躍の場を創出し、利用者との交流促進にもつながっ
た。
▼厨房・応接へ障がい者の積極的な雇用を促すこ
とで、障がい者への就労支援に貢献した。
▼障がい者支援施設とリネン契約を結び、障がい者
の就労支援の促進を図った。
▼１階ロビーを開放し、様々な障がい者団体の授産
品販売の機会を提供した。
▼高等支援学校の就労体験を積極的に受け入れる
等、障がい者の就労支援を図った。

▼秋まつりや朝市
等のイベントの開催
により、高齢者等の
様々な経験、知識、
技術を発揮できる
場を創出できた。

▼障がい者の能力
に応じた活躍の場
を提供し、就労支援
や社会参加につな
げることができた。
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参加者数：目標4,300名、実績4,146名

▼高齢者やその他世代の交流を目的に、「山菜講
座」「けしごむはんこ講座」「楽しいアート講座」「そば
打ち体験講座」「歩くスキー講座」「脳活塾」「絵手紙
をやってみよう講座」は、多世代の人が集まりやす
い土日に開催した。また、今年度、新たに「モルック
講座」「自分史づくり講座」「腸活とマッサージ講座」
等を開催し、交流機会の促進を図った。
▼「こまおかの自然を知ろう」では保安林を歩き、自
然を楽しむことで参加者同士の交流につながった。
▼地域協働による「もりの仲間のこまおか朝市」の
開催により、多世代や利用者との交流を促進した。
▼地域や他団体と連携し、「こまおか秋まつり」「こま
おか冬まつり」を開催した。
▼交流促進に係る事業（イベント等）は39回実施し
た。

▼魅力的なイベント
を開催したが、悪天
候による中止もあ
り、目標を若干下回
る実績となってし
まった。

▼秋まつりと冬まつ
りの開催は地域の
賑わいを創出する
と同時に幅広い世
代間の交流を促進
することができた。
また、新規講座等
の開催にも取組み
更なる交流機会の
増進に努めた。

▼各世代が興味を
持ち気軽に楽しく交
流できる行事を多
数実施することで、
コミュニティの醸成
にもつながった。

▽交流促進に係る業務

▽教養講座の開講に関する業務

講座名 開催数（年） 定員数 参加者決定者数 申込率

書道 21 15 14 93%

▼講座の開催数は
要求水準を達成す
ることができた。

▼ニーズの高かっ
た「ヨガ講座」をレベ
ル別にした。また、
定員に満たない講
座は再募集を積極
的に行ったが、充
足できない講座も
あった。
なお、申込率の低
い講座について
は、今後高齢者が
興味を持つような講
座への変更や人気
のある講座の増回
を検討したい。

水彩画 24 15 17 113%

英会話初級 44 24 14 58%

英会話中級 44 24 15 63%

英会話上級 44 24 23 96%

初心者英語 45 24 17 71%

月ビリヤードAM 46 8 7 88%

月ビリヤードPM 46 8 8 100%

火ビリヤードAM 45 8 7 88%

火ビリヤードPM 45 8 8 100%

やさしいヨガ 39 20 20 100%

ヨガ 39 20 20 100%

代謝アップ 42 20 27 135%

ペン習字 21 15 8 53%

カラオケ 22 40 40 100%

声を出して本を読もう 12 14 9 64%

初心者 麻雀(午前) 45 20 20 100%

初心者麻雀(午後) 45 20 20 100%
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陶芸(Ａ) 20 16 7 44%

陶芸(Ｂ) 18 16 10 63%

陶芸(Ｃ) 20 16 9 56%

陶芸(さくら) 19 16 13 81%

陶芸 (すずらん) 19 16 8 50%

陶芸 (すみれ) 19 16 15 94%

陶芸 (ゆり) 19 16 7 44%

▼屋外施設の活用
や高等支援学校等
の就労体験を受け
入れることで、施設
の設置目的である
福祉増進に向けた
施設運営を行うこと
ができた。

▼積極的なPR活動
や様々な利用促進
の取り組みを実施
した結果、宿泊・休
憩人数・稼働率とも
に前年度実績及び
R6年度計画の両方
を上回った。

休憩

※8/29、12/23～12/25は館内点検・修理のため全館休館
※3/1～3/14は排煙機等更新工事のため全館休館

人数(人） 76,17666,905 65,000

▽　その他施設の設置目的を達成するために必要な業務

10,786

4,360

11,016

4,384

R6年度実績

4,207部屋稼働数

R6年度計画

▽　利用件数等

人数(人）

宿泊

77.4%稼働率(％) 76.0% 78.5%

陶芸 (ふじ) 20 16 8

▽　不承認 0件、　取消し0 件、　減免0 件、　還付0 件

（5）施設利用
に関する業
務

50%

▼月２回以上開催する健康や生きがい増進に寄与
する講座：14種類実施
▼定員の80％以上申込みがあった講座：定員制講
座26講座中15講座

▼各区の老人福祉センター利用者の投稿作品をま
とめた文集（輝き）を各客室に設置した。
▼陶芸窯の設置により、陶芸講座受講者が作品作
りのため使用することができた。
▼高等支援学校の就労体験を積極的に受け入れる
等、障がい者の就労支援を図った。
▼屋外施設の活用として、ひまわりと南区の区花で
あるコスモスによる花畑を作成し、利用者に観賞し
ていただいた。また、ひまわりとコスモスの種子は利
用者に配布した。
▼秋まつり時には気軽に集えるお休み処や交流の
場として長寿庵を開放した。

10,800

R5年度実績 ▼工事等による
休館期間がありな
がらも、宿泊・休
憩ともに、計画を
上回る結果となっ
ており、新型コロ
ナウイルス感染
症拡大前の水準
まで利用が回復し
ている。

12



（別紙１）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ▽　広報業務

▽　利用促進の取組

▼随時、利用者アンケート等で得た意見や要望は
各担当者へ共有し、必要な改善を行うことでサービ
スの向上を図った。
▼各種料理プランやレストランメニューを変更の際
には利用者の声を参考に行った。
▼当センター連携先である、パークヒル真駒内との
コラボプランを実施した。
▼一部プランを季節毎に変更したり、数種類用意す
ることでリピート客の増加を図った。
▼年末年始特別営業日を設け、広報さっぽろ、ホー
ムページ等で周知し、利用促進を図った。
▼札幌市老人クラブ連合会幹事とメニュー検討会を
実施し、「老人クラブ向けプラン」を提供した。
▼スキーのワックスがけができる場所と設備を整
え、冬期スキー客の利用促進を図った。
▼駒岡清掃工場工事ＪＶ事務所へレストランメ
ニューと総合パンフレットを配架いただき、利用促進
を図った。

▼広報さっぽろや
ホームページ、パブ
リシティを活用した
効果的なPRやリ
ピータ確保の取組
みにより、利用促進
を図ることができ
た。

▼閑散期対策とし
て、冬期スキー客
の受入体制を整え
ることで利用促進を
図ることができた。

▼ホームページには各種プラン、イベント情報、空
室状況等を掲載し、随時更新した。
▼じゃらんや楽天トラベル等インターネット宿泊予約
サイトを活用し、利便性の向上を図った。
▼「札幌市からのお知らせ」に行事等を掲載した。
▼地下鉄駅掲示板へ各種プラン、イベント情報を掲
載した。
▼フリッパー、北海道新聞等のパブリシティを活用し
PRした。
▼シーニックバイウェイ北海道ドライブ情報誌、北海
道バリアフリーマップに当センターの情報を掲載し
た。
▼サッポロスキッドノルディックスキーカタログに広
告を掲載した。
▼Facebook、SNS等を活用し、イベント情報やプラン
の紹介を実施した。
▼送迎車両のリアガラスにロゴマークやメッセージ
のステッカーを貼り、センターのイメージを発信した。
▼ホームページ・パンフレット・その他チラシ等様々
な広報媒体でロゴマークを活用した。
▼老人クラブの会報に広告掲載した。
▼真駒内地区連合会の回覧板バインダーに広告を
掲載した。
▼芸術の森地区連合会広報誌に年間を通して広告
を掲載した。
▼「もりの仲間のこまおか朝市」の広報車を使用し
た宣伝活動を行った。
▼各地区のまちづくりセンターに出向き、町内会等
にパンフレット、チラシ等の配架を依頼し、PR活動を
行った。
▼組織内の連携として各区社会福祉協議会へのパ
ンフレットの配架や各区民生委員児童委員協議会
代議員会における駒岡のPRを行った。
▼ホームページはウェブアクセシビリティ、ユーザビ
リティの考えに基づいて令和５年11月にリニューア
ルし、1年に1回、「ウェブアクセシビリティ取組確認・
評価表」を公開した。

▼ホームページや
SNS、広報誌など多
様な媒体の活用や
組織内の連携の強
化により、効果的な
PR活動を展開でき
た。

なし

▽　引継ぎ業務

▼多様な広報媒
体や法人内ネット
ワークの活用によ
り、各種プランや
イベント情報など
を適宜広報し、利
用促進を図ってい
る。

▼利用者からの
意見・要望を踏ま
え、必要な改善や
プランの提供を行
い、利用促進に取
り組んでいる。

（6）付随業務
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼売店事業（ミニ朝市含む）
　売上額15,673千円(前年度14,731千円）
▼自動販売機
　売上額3,157千円（前年度3,038千円）
▼コインランドリー
　売上額88千円（前年度121千円）

▼当センターの設
置目的に合致し、
かつ、管理業務を
妨げない範囲で利
用者の利便性向上
を図ることができ
た。

２　自主事業その他

▽　自主事業

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

▼業務委託、修繕、物品購入等は市内の企業に発注した。
▼クリーニング業務は障がい者授産施設に発注した。
▼物品の一部を障がい者授産施設に発注した。
▼地元の高等支援学校の就業体験を積極的に受け入れた。
▼定期的に障がい者施設の物品販売を支援した。（年53回）
▼業務委託業者の一部に就労支援の促進を図り、厨房１名の
障がい者雇用が果たせた。
▼市内の中学校特別支援学級及び全道の養護学校等の宿泊
を積極的に受け入れた。（33校）

▼業務や物品発注
の一部は市内企業
のほか障がい者関
連企業や団体も活
用した。また、障が
い者団体の授産品
販売や地元の高等
支援学校等の就業
体験、全道の養護
学校等の宿泊を受
け入れることで、福
祉施策へ配慮する
ことができた。

▼仕様書の定め
に基づき、利用者
の利便性向上の
ための自主事業
を実施している。

▼障がい者雇用
や就労支援、特
別支援学級等の
受入れなど、福祉
施策への配慮に
取り組んでいる。

14
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87.15%

宿泊 86.55%

令和７年１月23日から２月６日に実施し、宿泊者より
95件、休憩利用者より302件、講座利用者より196
件、行事96件、その他2件、合計691件（目標値：300
人以上）を回収した。アンケートを宿泊者へ配布し、
日帰り利用はフロント及び１Fロビーに設置し実施。
アンケート結果は館内にて掲示。

総合（要求水準項目） 80%

80% 100.00%

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

実施方
法

80%接遇（要求水準項目）

80%

▼いずれの項目
も要求水準を上
回る満足度を得
ており、利用者の
ニーズに即した適
切な管理運営を
行っていると認め
られる。

▼今後も引き続き
利用者ニーズを
適切に把握し、利
用者満足度の向
上に取り組んでい
ただきたい。

休憩 80% 83.72%

生活相談、健康増進等 80% 92.86%

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

▼部屋の鍵の開閉がしにくい。
▼冷暖房の効きが悪い。
▼部屋にドライヤーや電気ポットがあるとよい。
▼テレビが小さい。
▼Wi-Fiの電波が弱い。
▼部屋の臭いがきつい。
▼朝食のパンが冷たい。

▼上記全ての意見・要望及び対応内容は札幌市に報
告している。

入浴専用室

教養講座 80% 98.61%

行事 80% 94.70%

フロント対応 80% 83.80%

▼満足度は全ての
項目において目標
を達成することがで
きた。

▼アンケート結果は
委託業者とも共有
し、改善可能な内
容は速やかに改善
した。

▼寄せられた意見･
要望は、札幌市へ
報告するとともに、
法人内で可能な範
囲で対応を行い、
サービスの向上を
図った。

結果概
要

満足度調査

項目 目標 結果

85.94%
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４　収支状況

74,895 77,852 2,957

▽　収支

項目 R6年度計画 R6年度決算 差（決算-計画）

（千円）

▼収支差額は計画
より大幅に改善しつ
つも、マイナス決算
となっている。

40

収入-支出 ▲ 22,724 ▲ 5,030 17,694

▲ 130

利用料金 108,675 127,320

230

当センターは、利用料金収入と指定管理費によって運営してい
るものである。
今後も利用者増を目指す取り組みを積極的に行い、収入増を
図るとともに、支出面を抑制しながら、収支のバランスをとり、安
定した経営を目指していく。

18,645

指定管理費

29,489

指定管理業務収入 208,630 239,197 30,567

収入 212,211 241,700

指定管理業務支出 234,167 245,922 11,755

支出 234,935 246,730 11,795

利益還元 0 0 0

・令和６年度の事業に係る収支については上表のとおりとなった。
・指定管理費収入は、「賃金スライド制度」と「光熱費高騰分」に係
る指定管理費の見直しに伴い協定を改定したため、計画より2,957
千円の増となった。
・利用料金収入は利用者が回復し、計画から18,645千円の増と
なった。
・その他の収入に分類されるレストラン利用料収入等は、排煙機
器交換工事補填1,939千円が計上されており、補填分を差し引くと
計画より7,026千円増となった。
・自主事業収入に分類される売店手数料収入及び自販機手数料
収入等については、計画より1,078千円の減となった。
・指定管理業務支出は、昨年同様に館内及び送迎車両の故障・
修繕や、業務委託費の増加から、計画より11,755千円の増となっ
た。

100

純利益 ▲ 22,954 ▲ 5,130 17,824

▽　説明

▽　安定経営能力の維持 適 不適

法人税等

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

▼自主事業収入
を除く収入額につ
いては、計画値を
上回る決算値と
なっており、計画
と比較し収支は改
善されている。

▼新型コロナウイ
ルス感染症拡大
前の水準まで利
用が回復してきて
いることから、より
一層利用促進を
図るとともに、支
出の抑制に努め、
収支のバランスを
図るよう努めてい
ただきたい。

自主事業支出 768 808

その他 25,060 34,025 8,965

自主事業収入 3,581 2,503 ▲ 1,078
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Ⅲ　総合評価

▼個人情報保護については、当法人の「個人情報保護方針」及
び「個人情報の保護に関する規程」に基づき適正に対応してい
る。
▼札幌市行政手続条例の適用については、「札幌市老人休養
ホーム条例」及び「旅館業法」、「公衆浴場法」に基づき適正に
利用承認等の対応をしている。
▼情報公開については、当法人の「情報公開規程」に基づき透
明性の確保に努めている。なお、請求は０件であった。
▼暴力団の排除については、札幌市暴力団の排除の推進に関
する条例に基づき、施設を暴力団の活動に使用させないこと
や、協定に関する契約については暴力団員や暴力団関係事業
者を相手方としないように努めた。
▼所管の警察署にも相談の上、上記内容を記載した文書及び
暴力団排除のポスター掲示を行った。なお、暴力団関係と思わ
れる相手方の利用や契約の実績はなかった。

▼各種講座や行事などが利用者ニーズを踏まえて適
切に実施されていることから利用者満足度が要求水準
を上回る結果となっている。引き続き利用者のニーズ把
握に努めるとともに、利用者目線での配慮を継続し、宿
泊・休憩、各行事における利用者満足度の向上を期待
する。

▼宿泊利用者等においては、新型コロナウイルス感染
症拡大前の水準以上に利用が回復してきていることか
ら、引き続き施設のPR活動を実施するなど、利用者の
拡大に努めるていただきたい。

▼今後も、低廉で健全な保健休養の場及び他の世代と
の交流を促進する場を提供する施設として、利用者や
関係機関等の意見を積極的に聴取・反映し、業務内容
の改善や工夫を凝らしながら各事業を実施することで、
施設の活性化を図ることを期待する。

▼ウェブアクセシビリティについて、仕様書で定める試
験の実施（１年に１回）がなされていないため、早急に試
験を実施するよう指導した。

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】

適▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン
条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

総合評価 次年度以降の重点取組事項

不適

▼排煙機等更新工事等による休館はあったが、計画ど
おり347日間営業できた。アフターコロナに向けた取組
みやPR活動の効果もあり、利用者数は休憩部門以外
はほぼコロナ前までに回復した。
▼宿泊部門について、令和６年度は公的割引等の支援
策は特に無かったが、利用者ニーズに対応した各種プ
ランや細やかなサービスの提供、様々な媒体を利用し
たPR活動、リピーター確保取組みの効果もあり、コロナ
前を上回る利用数を達成できた。
▼休憩部門については、利用制限の緩和やPR活動を
実施し、老人クラブ・町内会等の各種団体の利用控えも
少なくなってきたこともあり、コロナ前の9割程度の利用
まで回復した。
▼レストラン部門については、効果的なPRと近隣施設
の利用者、工事関係者の取り込みにより、利用者数は
コロナ前の水準に戻った。
▼各種イベント・行事については、昨年に引き続き「こま
おか秋まつり」「こまおか冬まつり」の開催や、新たなイ
ベント（土日講座等）の開催により、地域に賑わいをも
たらすことができた。
▼広報活動についてはWEBやSNS、紙媒体等による展
開や組織内の連携の強化に加え、対面による活動も再
開し、アフターコロナにおける利用促進に向けたPRがで
きた。
▼基本方針に沿って業務を遂行した結果、概ね目標は
達成し、利用者の声を基にしたサービスの改善を適宜
実施したことで、札幌市と利用者が求める施設の役割
を果たすことができた。

▼新たな指定管理期間５年間(令和７年４月１日～令和
12年３月31日)の基本方針を定めており、その基本方針
の実現を目指すため下記事業目標に沿った取組みを行
う。
①福祉的機能の充実と受入れ体制の整備
②高齢者・障がい者等が活躍する場の提供と生きが
い・健康づくり支援
③地域との交流・連携・協働、孤立を作らない取組みの
推進
④多くの市民が集う、安心・快適な保養施設の確立
▼宿泊や休憩をはじめとする「保養」に加え、「福祉的機
能」や「生きがい・健康づくり」「地域交流・孤立防止」な
ど、多くの機能をもった札幌市唯一の『老人休養ホー
ム』としての役割を高めることで「地域共生社会」の一助
を担うとともに、多くの市民へセンターの価値と魅力を伝
え、市民が「集い」「楽しみ」「学び」「くつろげる」場の確
立を目指します。
▼当会の運営経験と実践を通じて獲得した《利用者の
生の声》から洗い出された「利用者のニーズ」を運営に
反映させることで、センターの魅力である「料金」「食事」
「施設サービス」「接遇」の充実を図ります。社会情勢の
変化に適応したより安心で快適な施設運営に努め、「保
養施設」として安定した経営を目指します。
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